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平成20年６月27日に提出いたしました第47期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）有価証

券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。 

  

第一部 企業情報 

  第４ 提出会社の状況 

    ３ 配当政策 

    ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

   （訂正前） 

当社は、株主のみなさまへの利益還元を重要な経営方針のひとつに位置付け、剰余金の配当につき

ましては、配当性向３０％程度を目処といたしますが、業績や戦略的な投資環境等も斟酌のうえ、分

配可能額の範囲内で実施することを基本といたします。 

当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行なうことができ

る旨を定めております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当のほか、定款に基づき、別途基準日を定めて配当

を実施いたします。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績等を踏まえ、１株につき４円の配当とさせていた

だきました。 

内部留保資金については、需要を先取りした新商品の開発等、技術に優位性のある事業に有効投資

し、グループ全体での事業の拡大・経営基盤の強化に努めていく考えであります。 

なお、当社は中間配当を行なうことができる旨を定めております。 

                     （後略） 

  

   （訂正後） 

当社は、株主のみなさまへの利益還元を重要な経営方針のひとつに位置付け、剰余金の配当につき

ましては、配当性向３０％程度を目処といたしますが、業績や戦略的な投資環境等も斟酌のうえ、分

配可能額の範囲内で実施することを基本といたします。 

当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行なうことができ

る旨を定めております。 

当社の剰余金の配当回数に関する基本方針は、平成20年12月１日に株式会社共立との経営統合によ

る持株会社設立を控えており、現段階においては決まっておりません。持株会社設立後、持株会社に

おける利益配分に関する基本方針を策定のうえ、決定する予定であります。なお、定款において、別

途基準日を定めて配当を行なうことができる旨を定めております。 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

第一部【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

  ３ 【配当政策】
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当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績等を踏まえ、１株につき４円の配当とさせていた

だきました。 

内部留保資金については、需要を先取りした新商品の開発等、技術に優位性のある事業に有効投資

し、グループ全体での事業の拡大・経営基盤の強化に努めていく考えであります。 

なお、当社は中間配当を行なうことができる旨を定めております。 

                     （後略） 

  

  

   （訂正前） 

(1)～(5)   （省略） 

(6) 自己の株式の取得 

      （省略） 

(7) 株主総会の特別決議要件 

      （省略） 

(8) 剰余金の配当等 

      （省略） 

  

   （訂正後） 

(1)～(5)   （省略） 

(6) 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。 

(7) 自己の株式の取得 

      （省略） 

(8) 株主総会の特別決議要件 

      （省略） 

(9) 剰余金の配当等 

      （省略） 

  

  ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
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